
博
士
は
大
正
八
年
十
月
萩
に
来
ら
れ
て
、
医
師
会
館
と
真
宗
の
妙

元
寺
に
お
い
て
講
演
を
行
っ
て
居
ら
れ
る
が
、
多
分
そ
の
時
揮
毫
な

さ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
掛
軸
を
、
終
戦
後
西
福
寺
と
い
う
真
宗
寺

院
で
見
た
こ
と
が
あ
り
、
博
士
に
再
会
し
た
よ
う
な
な
つ
か
し
さ
を

感
じ
た
。

更
に
四
十
七
年
四
月
二
十
三
日
に
、
毛
利
元
就
の
居
城
地
で
あ
る

吉
田
の
郡
山
城
跡
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
幕
末
の
有
名
な
眼
科
医
土
生

玄
碩
の
顕
彰
碑
が
郡
医
師
会
に
よ
り
建
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
碑
陰

の
文
は
博
士
の
揮
毫
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
広
島
の
地
に
も
博
士
の
顕
彰
碑
が
建
て
ら
れ
た
り
、
著
作

集
が
刊
行
せ
ら
れ
た
り
し
て
、
博
士
の
御
功
績
が
再
認
識
せ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

（
萩
市
・
開
業
）

青
木
周
弼
伝
は
十
五
年
七
月
に
脱
稿
し
た
の
で
、
私
は
開
業
の
た

め
萩
に
帰
っ
た
。
会
の
方
で
は
か
ね
て
の
予
定
通
り
原
稿
を
持
参
し

て
校
閲
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
博
士
が
御
発
病
に

な
っ
た
の
で
不
可
能
と
な
っ
た
。

ハ
ン
セ
ン
病
（
以
下
、
〈
病
と
略
す
）
は
古
く
か
ら
世
界
各
地
に
あ

っ
た
疾
病
の
一
つ
で
、
我
国
で
も
古
代
よ
り
存
在
し
た
こ
と
は
二
、

三
の
古
書
で
明
ら
か
で
あ
り
、
本
症
患
者
の
救
済
に
関
し
て
は
、
奈

良
時
代
の
光
明
皇
后
、
鎌
倉
期
の
忍
性
律
師
な
ど
の
事
績
、
永
続
し

な
か
っ
た
が
戦
国
末
期
か
ら
の
来
日
宣
教
師
に
よ
る
活
動
な
ど
が
広

く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
邦
で
は
〈
病
は
遺
伝
病
、
血
統
病

と
し
て
嫌
忌
さ
れ
、
更
に
不
治
の
疾
病
と
さ
れ
て
治
療
さ
れ
る
こ
と

も
な
く
、
肉
親
か
ら
も
見
放
さ
れ
、
や
む
な
く
各
地
の
温
泉
場
や
霊

場
を
さ
ま
よ
う
悲
惨
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
患
者
が
多
か
っ

た
。

明
治
以
降
の
〈
病
患
者
救
済
、
救
療
の
活
動
は
、
高
島
氏
に
よ
る

と
大
凡
二
十
年
の
期
間
を
画
し
て
変
化
し
て
き
た
と
い
う
（
「
国
立
療

養
所
史
八
ら
い
部
Ｖ
」
）
。
明
治
四
十
年
最
初
の
〈
病
予
防
法
で
あ
る
法

本
邦
ハ
ン
セ
ン
病
史
に
お
け
る
後
藤

昌
文
・
昌
直
先
生
父
子
の
業
績

佐
久
間
温
巳
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律
第
十
一
号
公
布
以
前
の
四
十
年
間
を
ゑ
る
と
、
明
治
二
十
一
年
以

後
の
二
十
年
間
は
内
外
の
篤
志
的
宗
教
家
や
医
師
に
よ
る
慈
善
的
救

済
の
時
代
と
規
定
さ
れ
、
多
く
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
が
、
明
治
初

年
か
ら
の
二
十
年
間
に
関
し
て
は
殆
ど
調
査
さ
れ
て
い
な
い
。
私

は
で
き
る
限
り
の
資
料
に
あ
た
っ
て
こ
の
期
の
調
査
を
進
め
、
こ
の

二
十
年
間
を
本
邦
ハ
病
史
の
上
で
個
人
的
啓
蒙
及
び
治
術
の
時
代
と

し
、
そ
の
代
表
的
人
物
は
後
藤
昌
文
・
昌
直
先
生
父
子
で
あ
っ
た
と

考
え
た
い
・

後
藤
昌
文
先
生
は
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
、
大
垣
の
江
馬
塾
門

人
帳
に
名
が
み
え
る
後
藤
宗
健
氏
の
長
男
と
し
て
美
濃
国
北
方
に
て

出
生
。
医
学
修
得
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
〈
病
に
関
心
を
持
ち
、

十
数
年
の
研
鑛
を
経
て
独
得
の
治
療
法
を
会
得
し
た
と
い
う
。
明
治

三
年
上
京
、
〈
病
治
療
に
関
し
大
学
大
病
院
に
建
白
し
、
容
れ
ら
れ

て
救
育
所
に
奉
職
、
〈
病
治
療
に
妙
手
を
発
揮
し
た
が
、
翌
四
年
救

育
所
の
廃
止
で
退
職
し
、
同
年
十
一
月
東
京
市
第
八
大
区
三
小
区

（
拍
木
）
成
子
町
に
癩
病
室
を
設
立
、
満
室
と
な
っ
た
た
め
明
治
七
年

七
月
第
六
大
区
八
小
区
（
本
所
）
中
之
郷
元
町
本
目
義
忠
氏
の
邸
を

借
り
て
両
所
で
診
療
に
当
っ
た
。
そ
れ
も
手
狭
と
な
っ
た
の
で
明
治

八
年
四
月
、
両
所
を
合
併
し
て
第
四
大
区
二
小
区
（
神
田
）
猿
楽
町

二
丁
目
十
九
番
地
に
起
廃
病
院
を
建
設
し
、
患
者
の
治
療
の
か
た
わ

ら
全
国
よ
り
集
っ
た
門
人
の
教
育
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
門
人
は
治

癩
法
修
得
後
出
身
地
に
帰
り
、
そ
の
分
院
を
作
っ
た
（
例
え
ば
大
分
に

起
廃
病
院
を
設
立
し
た
宇
都
宮
裸
氏
）
。
ま
た
、
浅
草
旅
籠
町
に
後
藤
薬

舗
を
設
け
、
各
種
の
治
癩
薬
を
製
造
販
売
し
、
こ
れ
ら
は
海
外
に
も

輸
出
さ
れ
た
。
明
治
九
年
、
本
邦
最
初
の
洋
方
に
よ
る
解
説
書
「
癩

病
考
」
を
著
わ
し
、
同
十
年
に
は
「
起
廃
病
院
医
事
雑
誌
」
を
発
刊

（
二
号
ま
で
）
、
同
十
三
年
に
は
甲
府
三
井
座
で
講
演
、
「
ハ
病
は
天

刑
で
は
な
く
単
な
る
病
気
で
あ
る
。
病
気
で
あ
る
か
ら
に
は
予
の
治

法
で
必
ず
癒
る
」
と
主
張
し
た
。

後
藤
昌
直
先
生
は
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
二
月
十
一
日
、
美
濃

国
北
方
で
出
生
。
長
じ
て
父
よ
り
治
癩
術
を
習
い
、
更
に
慶
応
医
学

校
に
進
ん
だ
。
明
治
十
年
、
京
都
府
療
病
院
に
招
か
れ
、
松
原
通
大

宮
中
道
寺
の
仮
病
院
で
〈
病
患
者
を
診
療
。
明
治
十
五
年
に
は
、
患

者
に
も
判
る
平
易
な
文
章
で
「
難
病
自
療
上
・
下
」
を
刊
行
。
同
十

八
年
に
は
布
畦
に
渡
航
、
同
地
の
〈
病
患
者
を
治
療
し
た
が
、
有
名

な
モ
ロ
カ
イ
の
聖
者
ダ
ミ
ァ
ン
の
癩
疾
を
も
治
療
し
た
。
更
に
桑
港

に
渡
っ
て
、
ク
ー
パ
ー
・
メ
デ
ィ
カ
ル
カ
レ
ッ
ジ
に
学
び
明
治
二
十

三
年
帰
国
し
た
。
同
二
十
六
年
に
は
布
畦
政
府
の
招
聰
に
応
じ
、
再
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度
渡
布
、
同
地
の
患
者
の
治
療
に
当
っ
て
い
た
が
、
二
十
八
年
七
月

父
の
計
報
に
接
し
帰
国
、
二
代
昌
文
を
名
乗
っ
て
起
廃
病
院
を
経
営

し
た
。後

藤
先
生
父
子
が
本
邦
〈
病
史
に
残
し
た
功
績
は
、

一
、
〈
病
は
伝
染
す
る
が
そ
の
伝
染
力
は
弱
く
、
ま
た
不
治
の
病
気

で
な
く
、
適
切
な
治
療
で
癒
る
こ
と
を
、
著
書
、
講
演
、
新
聞

紙
へ
の
広
告
な
ど
で
広
く
啓
蒙
し
た
。

二
、
大
風
子
油
な
ど
を
原
料
と
し
て
治
獺
剤
を
創
製
し
、
そ
の
販
路

は
海
外
に
及
ん
だ
。

三
、
日
本
が
欧
米
か
ら
医
学
・
医
術
を
学
ん
で
い
た
時
代
に
、
外
国

か
ら
招
聰
さ
れ
て
〈
病
の
治
療
に
当
り
、
高
い
評
価
を
得
た
。

四
、
全
国
よ
り
集
っ
た
門
人
に
治
癩
術
を
伝
授
し
、
門
人
ら
が
故
郷

に
帰
っ
て
作
っ
た
病
院
を
巡
回
し
て
充
分
な
指
導
を
行
っ
た
。

五
、
貧
し
い
患
者
は
無
料
で
治
療
し
、
ま
た
常
時
五
名
を
限
っ
て
施

療
、
更
に
養
育
院
な
ど
か
ら
患
者
を
依
託
さ
れ
て
治
療
し
た
。

明
治
初
年
か
ら
の
二
十
年
間
に
は
、
他
に
衆
済
病
院
の
荒
井
作
氏

や
、
当
時
は
法
の
規
制
が
な
く
医
師
で
あ
れ
ば
〈
病
患
者
を
診
療
で

き
た
の
で
、
そ
れ
を
行
っ
た
人
も
あ
っ
た
が
、
後
藤
先
生
父
子
の
如

療
、
更
に
養
育
院
な
ど
か
ら
患
令

こ
と
な
ど
に
要
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

く
、
〈
病
に
対
す
る
世
人
の
誤
解
や
無
知
を
啓
蒙
し
、
自
分
の
会
得

し
た
治
癩
術
に
確
固
た
る
自
信
を
も
っ
て
と
り
く
ん
だ
医
家
は
他
に

な
い
。
更
に
、
貧
し
い
患
者
救
療
の
た
め
公
的
機
関
に
よ
る
貧
癩
院

の
創
設
を
東
京
府
知
事
な
ど
に
建
議
し
、
こ
れ
は
朝
野
新
聞
の
成
島

柳
北
氏
ら
の
後
援
を
受
け
た
が
実
現
し
な
か
っ
た
。
も
し
後
藤
先
生

父
子
の
如
き
進
取
的
な
考
え
方
に
立
っ
て
貧
癩
院
が
で
き
て
い
た
な

ら
ば
、
そ
の
後
の
救
癩
事
業
は
違
っ
た
路
線
を
歩
ん
だ
に
違
い
な

い
。
こ
の
意
味
で
後
藤
先
生
父
子
の
業
績
は
、
現
代
的
意
義
を
有
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
西
尾
市
民
病
院
）
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